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思いやりと交流で創る　新生文化都市
SHIMOTSUKE-CITY

　
『
う
つ
病
を
も
つ
家
族
へ
の
対

応
〜
病
気
を
理
解
し
、
支
え
る
た

め
に
〜
』

　

う
つ
病
患
者
の
増
加
が
深
刻
な

社
会
問
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

医
師
に
よ
る
講
演
と
う
つ
病
患

者
や
そ
の
家
族
と
の
関
わ
り
が
深

い
医
療
・
保
健
福
祉
領
域
の
専
門

職
の
方
々
を
お
招
き
し
た
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
に
お
い
て
、
う
つ
病
に
つ

い
て
の
知
識
を
学
び
理
解
を
深
め

る
機
会
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

●
開
催
日
時

　

平
成
23
年
1
月
23
日
（
日
）

　

午
後
1
時
〜
4
時
30
分

●
場　

所

　

と
ち
ぎ
健
康
の
森　

講
堂

　

宇
都
宮
市
駒
生
町
3
3
3
7-

１

●
内　

容

第
1
部　

講
演
会

講
師　

原
隆
氏
（
宇
都
宮
こ
こ
ろ

の
ク
リ
ニ
ッ
ク
院
長
、
医
師
）

「
家
族
が
う
つ
病
に
な
っ
た
ら
〜

う
つ
病
の
理
解
と
そ
の
対
応
〜
」

第
2
部　

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

●
シ
ン
ポ
ジ
ス
ト

　

原
隆
氏
（
同
右
）、
長
瀬
宏
子
氏

（
宇
都
宮
保
健
所
、
保
健
師
）、
牧

宏
一
氏（
さ
く
ら
・
ら
心
療
内
科
、

精
神
保
健
福
祉
士
）、
稲
村
哲
男

（
栃
木
県
精
神
保
健
福
祉
セ
ン

タ
ー
、
作
業
療
法
士
）

●
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

遠
藤
真
史
（
一
般
社
団
法
人
栃
木

県
作
業
療
法
士
会
、
作
業
療
法

士
）、
仲
田
和
恵
（
一
般
社
団
法

人
栃
木
県
作
業
療
法
士
会
、
作
業

療
法
士
）

●
主　

催

　

一
般
社
団
法
人　

栃
木
県
作
業

療
法
士
会

●
参
加
費　

5
0
0
円

●
申
し
込
み
方
法

　

平
成
23
年
1
月
7
日
（
金
）
ま

で
に
、「
栃
木
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン
フ
ォ
ー
ラ
ム
参
加
申
し
込
み
」

と
表
記
の
う
え
、
所
属
・
氏
名
・

職
種
・
連
絡
先
を
記
載
し
、
メ
ー

ル
、
F
A
X
ま
た
は
電
話
に
て
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。
た
だ
し
当

日
参
加
も
可
能
で
す
。
ま
た
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
で
の
質
問
を
お
受
け
し

ま
す
。

E-m
ail:reha-forum

@
tochi-ot.com

FAX
0
2
8
5
（
45
）
8
2
9
1

☎
0
2
8
5
（
45
）
6
3
5
1

（
介
護
老
人
保
健
施
設
晃
南:

吉
田

ま
で
）

●
問
い
合
わ
せ
先　

第
13
回
栃
木

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
フ
ォ
ー
ラ

ム
実
行
委
員
長　

和
地
秀
章

〔
所
属
〕
佐
野
厚
生
総
合
病
院
リ

ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
科

☎
0
2
8
3
（
22
）
5
2
2
2

　

下
野
薬
師
寺
歴
史
館
で
文
化
財

に
携
わ
る
業
務
を
行
う
嘱
託
員
を

募
集
し
ま
す
。

●
募
集
人
数　

2
名
程
度

●
任　

期

　

平
成
23
年
4
月
1
日
か
ら
平

成
24
年
3
月
31
日
（
1
年
間
）

●
試
験
方
法　

作
文
・
面
接

●
応
募
資
格　

市
内
に
居
住
し
、

高
等
学
校
卒
業
以
上
の
学
歴
を
有

す
る
方
（
平
成
23
年
3
月
卒
業
見

込
み
者
含
む
）
で
、
埋
蔵
文
化
財

の
発
掘
調
査
ま
た
は
整
理
作
業
の

経
験
の
あ
る
方

●
勤
務
条
件　

勤
務
時
間
は
、
原

則
週
30
時
間
の
勤
務
と
す
る
。

（
土
・
日
曜
日
及
び
祝
祭
日
も
交

代
で
勤
務
）。
報
酬
は
、
月
額

1
6
0,
0
0
0
円
。
有
給
休
暇
等

は
市
の
基
準
に
よ
る
。

●
業
務
内
容

　

解
説
、
施
設
清
掃
管
理
、
イ
ベ

ン
ト
企
画
・
立
案
・
運
営
等
。

●
応
募
方
法

　

市
販
の
履
歴
書
に
写
真
を
添
付

し
、
文
化
課
に
持
参
く
だ
さ
い
。

●
募
集
期
限

　

12
月
24
日
（
金
）
午
後
5
時

●
応
募
及
び
問
い
合
わ
せ
先

　

〒
3
2
9-

0
5
9
4

　

下
野
市
石
橋
5
5
2
番
地
4

　

下
野
市
文
化
課（
石
橋
庁
舎
2F
）

　

☎（
52
）
1
1
2
0

第
13
回
栃
木
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
フ
ォ
ー
ラ
ム
の

お
知
ら
せ

　債権会社からの督促通知

があっても「どうにかなる」

「また、借りれば」この繰り返

しが「多重債務」の生活に陥

ります。

　「多重債務」とは消費者金

融等数社から借金を重ねること。自己判断せず、相談

することが大切です。

　借金問題で毎日悩んでいるあなた

の生活が改善できるよう、消費生活

センターでは導いています。一人で悩

まず、相談しましょう。

　借金問題で悩んでいるあなた、今

後の生活状況をあらためて考えるこ

とが大切です。

●相談可能日　月曜日から金曜日
　（土日・祝日及び年末年始を除く）

●受付時間　午前9時から午後5時
　（正午から午後1時を除く）

　　　　　　　受付しています。不安な

日々の生活から一歩ふみだしてみましょう。

※栃木県消費生活センターでは土曜日に電

話相談のみ相談可能です。

●受付時間　午前9時から午後5時
栃木県消費生活センターが4月1日より栃

木県庁本館7階南（くらし安全安心課内）

へ移転しました。新しい電話番号は028-
625-2227です。

多重債務相談

下
野
市
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

　
　

専
用
ダ
イ
ヤ
ル
☎（
44
）
4
8
8
3

　
　
（
下
野
市
役
所
国
分
寺
庁
舎
2
階 

生
活
安
全
課
内
）

日々の生活に【借金】の2文字を付けてはいけません

下
野
薬
師
寺
歴
史
館
嘱
託
員
募
集


